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て，いかなる権利に基づきいかなる時効
を援用するのか，その基本となる事実を
主張して行う。援用権者は，時効期間を
明示する必要はないが，その前提となる
基本事実を主張しなくてはならない。時
効の援用は，裁判上でも裁判外でもなし
うるが，裁判上での援用は控訴審の口頭
弁論終結前までになされる必要があり，
上告審ではなしえない。
〔参照条文〕民法145条

時効の起算点（じこうのきさんてん）
時効期間が開始する時，すなわち時効

の基礎とされる一定の事実状態がはじま
った時点をいう。時効の効力はその起算
日にさかのぼる。
〔参照条文〕民法126条・144条・166条

時効の自然中断（じこうのしぜんちゅうだん）
占有の継続を要件とする取得時効に特

有の中断事由であり，占有の喪失がこれ
に当たる。民法は，取得時効と消滅時効
との共通の中断事由として，請求，差押
え，承認等を定め，これを法定中断とい
うが，自然中断とは取得時効特有のもの
で，占有者が任意に占有を中止し，また
はこれを奪われたときに時効が中断する
ことをいう。
〔参照条文〕民法164条・165条

時効の進行（じこうのしんこう）
時効の要件である一定の事実状態が継

続すること。

時効の中断（じこうのちゅうだん）
時効の基礎である事実状態と相いれな

い事実が生じ，進行してきた時効期間が
効力を失うこと。たとえば，借主が金を
借りていることを認めれば，それまでの
時効期間はご破算になる。時効の停止と
ともに時効の完成の障害といわれるが，
時効の停止のように一定期間を限り時効
の完成が猶予されるのとは異なり，すで

に経過した時効期間の効力が消滅する。
〔参照条文〕民法147条～157条

時効の停止（じこうのていし）
時効期間の満了が近づいているのに権

利者が時効の中断行為をすることが困難
な場合に，時効の完成を猶予すること
（時効期間の進行を休止すること）。時
効の中断とともに時効の完成の障害とい
われるが，時効の中断のようにすでに経
過した期間が無効になるのではない。停
止事由が終わってから一定の猶予期間を
経て，時効は完成する。
〔参照条文〕民法158条～161条

施行日（しこうび）
法令の効力が現実に発生する日のこ

と。施行期日ともいう。
〔参照条文〕法の適用に関する通則法２

条

時効利益の放棄（じこうりえきのほうき）
時効によって利益を受ける者，すなわ

ち取得時効によって所有権を取得する
者，消滅時効によって債務を免れる者等
が，時効の利益を受けることを拒絶する
意思を表示する単独行為をいう。これに
反し，時効の利益を受ける意思を表示す
る単独行為は時効の援用と呼ばれる。時
効が完成する前に時効の利益を放棄する
ことは無効とされる。
〔参照条文〕民法146条

事故解消（じこかいしょう）
不渡届の提出後，異議申立をしている

手形・小切手について，当事者の話合い
などにより事故が解消すること。手形交
換所規則では，不渡事由が０号不渡事由
の場合と「資金不足」または「取引なし」
の場合以外（第２号不渡事由）は，支払
銀行が手形交換所に対して，不渡手形金
額相当額を提供することによって不渡処
分を免れることができるが，不渡事故が
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解消した場合には，持出銀行から手形交
換所へ「不渡事故解消届」を提出するこ
とによって，異議申立提供金の返還を受
けることができる。
〔参照条文〕東京手形交換所規則63条１
項２号・66条１項・67条１項・80条

自己株式（じこかぶしき）
株式会社が有する自己の株式。従来，

自己株式の所得および保有は原則禁止で
あったが，平成13年の商法改正以降は，
取得目的や取得数量，保有期間の制限無
く取得，保有が認められるようになっ
た。しかしながら，自己株式取得にとも
なう弊害を防止するため，会社法におい
ては自己株式取得の手続や財源の制限，
自己株式を処分する場合の措置，自己株
式につき議決権を認めない等の規制がな
されている。なお，会社は自己株式につ
いて利益配当をなすことはできない。
〔参照条文〕会社法155条～178条・461
条・462条

自己株式の担保取得（じこかぶしきのたんぽし
ゅとく）
会社が自己株式を担保として取得する

ことは，平成13年の商法改正以降，規制
は存しない。株式を担保化する方法とし
ては，略式株式質，登録株式質および譲
渡担保の３種の方法がある。略式株式質
は株主名簿への登録を略するもので，株
券発行会社株式または振替株式に認めら
れ，株券発行会社の株式の場合，株券を
質権設定者に交付することにより効力を
生じ，質権者による継続的な株券の占有
が第三者に対する対抗要件である。登録
株式質は，株主名簿に質権者の氏名・住
所が記載，記録されたもので，登録株式
質権者は，会社から直接に剰余金の配
当，残余財産の分配その他の物上代位的
給付の支払・引渡し等を受けることがで
きる。
〔参照条文〕会社法146条～154条

事後求償権（じごきゅうしょうけん）
保証人が保証債務を履行した場合に取

得する求償権のことをいう。すなわち，
保証人が債務者に代わって債務を弁済
し，その他自己の出捐をもって債務を消
滅させた場合は，保証人は，主たる債務
者に対しては，原則として全額の求償権
を行使できる。この場合の求償権を，事
後求償権という。主債務者より委託を受
けて保証した保証人が，民法460条の各号
の場合または特約のある場合に求償権を
保証債務履行前に行使できる事前求償
権。
〔参照条文〕民法459条・460条・462条

自己契約（じこけいやく）
Ａの代理人Ｂが，一面ではＡを代理

し，一面ではＢ自身の資格でＡ・Ｂ間の
契約を締結すること。相手方代理，自己
代理ともいう。民法では，本人の利益を
保護するため債務の履行以外は原則とし
て自己契約を禁じているが，本人の承諾
あるいは追認があれば自己契約も有効で
ある。なお，双方代理，自己取引は，自
己契約とは別概念であるが，自己取引
は、自己契約と双方代理の総称として用
いられることもあるから，注意を要す
る。
〔参照条文〕民法108条，会社法356条・

595条

自己競落会社（不動産の）（じこけいらくがい
しゃ（ふどうさんの））
金融機関の不良債権を処理するに際し

て，金融機関の抱える担保不動産の処理
を促進するため，金融機関の100％関連会
社として設立される会社で，親金融機関
の不良債権にかかわる担保不動産を競落
して，完全な所有権を取得して一定期間
保有，管理した後に売却することによ
り，担保不動産の流動化を促進するため
に設立される会社をいう。平成６年６月
24日付の旧大蔵省事務連絡「金融機関の
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貸出金等に係る担保不動産の保有・管理
会社の取扱いについて」に基づき，不良
債権処理の促進を図るための会社で，業
務責任や経理処理を明確化するために業
務期間等を制限し，金融機関本体でなく
子会社に行わせることとされた。

事故小切手（じここぎって）
一般には，支払銀行に事故届が提出さ

れている小切手。事故原因としては，偽
造・変造・詐取・紛失・盗難などがあげ
られる。事故届の提出にともない，事故
小切手についての支払委託の取消し依頼
がなされるが，小切手法上，支払委託の
取消しが有効に成立するのは支払呈示期
間経過後である。ただし，実務では，経
過前でもただちに支払を停止し取引先の
指示をまつのが普通である。
〔参照条文〕小切手法32条

自己指図小切手（じこさしずこぎって）
☞　自己受小切手（じこうけこぎって）

自己指図手形（じこさしずてがた）
☞　自己受手形（じこうけてがた）

自己資本（じこしほん）
企業出資者に帰属する資本で，一般的

には当該企業の純資産を指す。株式会社
においては，会社法上純資産は株主資
本，評価・換算差額等，新株予約権に分
類される。株主資本は，資本金と，剰余
金（準備金を含む），その他に分けられ，
剰余金は更に資本取引に由来する資本剰
余金と利益取引に由来する利益剰余金に
二分される。
〔参照条文〕会社法435条・466条，会社
計算規則108条

自己借地権（じこしゃくちけん）
自分の所有地に自己を借地人として設

定した借地権で，第三者とともに借地人
となる場合に限り認められる。土地所有

者が区分所有建物を建築して分譲する場
合，土地所有者の自己借地権は認められ
ないのが原則である（混同）が，区分所
有建物を建築して分譲する場合等に不都
合があるので，借地借家法は，土地所有
者において最初の買主が現れた時点で自
己借地権を設定し，自己の準共有持分を
その後順次譲渡することを認めた。
〔参照条文〕民法179条，借地借家法15条
１項

自己信託（じこしんたく）
委託者が自ら受託者となる信託で，一

定の目的に従い自己の有する一定の財産
の管理または処分等を自らすべき旨の意
思表示を公正証書等で行うものである
（信託法３条３号）。債権者詐害に利用さ
れることを防止するため，公正証書等一
定の書面でなされること，強制執行の特
則（同法23条２項。委託者の債権者は，詐
害信託取消訴訟を提起することなく，た
だちに，信託財産に対して強制執行等が
できる）などが定められている。資産流
動化，企業における特定のプロジェクト
からの収益を引当てとする資金調達，障
害者のための経済的サポートのための利
用などいろいろなニーズが考えられる。
〔参照条文〕信託法３条３号・23条２項

事後設立（じごせつりつ）
会社設立後２年内に，会社設立前から

存在する財産で事業のために継続して使
用するものを，純資産額の20％超の対価
で取得する契約をすること。事後設立の
自由を認めると，現物出資や財産引受に
対する規制が潜脱される危険があるた
め，株主総会の特別決議を要するとされ
ている。
〔参照条文〕会社法467条１項５号・309
条２項11号

自己占有（じこせんゆう）
所有の意思をもって自ら直接にまたは
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占有補助者を通じて目的物を所持する場
合をいう。占有の基本形態であり，本人
占有ともいう。なお，所有の意思とは，
自己のためにする意思の１つであり，所
有者の物に対する意思と同様の意思をい
う。
〔参照条文〕民法180条

自己代理（じこだいり）
☞　自己契約（じこけいやく）

事故手形（じこてがた）
通常，支払銀行に事故届が提出されて

いる手形をいう。事故原因としては，偽
造・変造・詐取・紛失および盗難などが
あげられる。いずれも支払人の事故届に
より，支払銀行に対して支払委託の取消
しまたは支払の差止が行われる。

事故届（じことどけ）
手形・小切手，預金証書・通帳などが

紛失・盗難などで喪失したときに，取引
先から提出される届出書をいう。いずれ
も，正当な権利者の権利が第三者から侵
害されるおそれが多分にあり，その予防
のために権利の関係者である金融機関に
知らせるものであるから，この届けを受
けたときは過失のないよう十分な配慮が
要求される。特に手形については，届出
と同時に支払委託の取消しの法的効力が
生ずるので，ただちに支払差止の措置を
とる必要があり，小切手は呈示期間経過
後に支払委託の取消し効力が生ずるので
あるが，実務上はやはりただちに支払差
止の措置をとり，取引先の指示を待つべ
きである。なお，自己宛小切手は振出人
が自行であるから，支払委託の取消しに
はならない。
〔参照条文〕小切手法６条３項・21条・

32条１項・39条

自己の財産に対するのと同一の注意（じこ
のざいさんにたいするのとどういつのちゅうい）

人が自己の事務を処理するにあたって
用いる注意と同程度の注意をいう。同類
語として，自己のためにすると同一の注
意，固有財産におけると同一の注意があ
る。より高い注意義務には，善良なる管
理者の注意義務，略して善管注意義務な
どがある。
〔参照条文〕民法659条・940条・644条

自己のためにする意思（じこのためにするい
し）
占有者がその物を所持することの利益

を，自ら享受しようとする意思をいう。
この意味は非常に広く解され，他人の物
を保管する受寄者のような者もこの意思
を有するとされる。この意思の存在は，
内心的意思ではなく，物を所持するに至
った原因・事実関係から客観的に判断さ
れる。
〔参照条文〕民法180条

自己のためにすると同一の注意（じこのた
めにするとどういつのちゅうい）

☞　自己の財産に対するのと同一の注
意（じこのざいさんにたいするのとどう
いつのちゅうい）

自己破産（じこはさん）
破産手続開始の申立権者は，債権者ま

たは債務者であるが，債務者による申立
を自己破産という。また，取締役，相続
人，遺言執行者等債務者に準ずる者によ
る申立を準自己破産という。申立に際
し，自己破産の場合は，破産手続開始原
因の疎明は不要であるが，準自己破産の
場合は，取締役等の全員で申し立てる場
合を除き，破産手続開始原因の疎明が必
要となる。
〔参照条文〕破産法18条１項・19条１
項・20条２項・224条，破産規則14条

事故預手（じこよて）
権利者から金融機関に盗難・紛失など
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の事故届が提出された自己宛小切手をい
う。
〔参照条文〕小切手法６条３項・21条

持参債務（じさんさいむ）
債務者が債権者の住所に，目的物たる

物または金銭を持参して，履行（引渡し）
をすべき債務をいう。取立債務に対する
概念である。民法は，特定物の引渡しを
目的とする債務以外は，原則として持参
債務としている。この場合，履行の場所
が債権者の住所地となり，そこで履行し
なければ債務不履行となる。
〔参照条文〕民法484条，商法516条

持参人払式裏書（じさんにんばらいしきうらが
き）
被裏書人を表示するのに被裏書人の名

称をもってせず，持参人に支払われたい
旨の記載をもってする裏書をいう。白地
式裏書と同一の効力を有する。
〔参照条文〕手形法12条３項・77条１項，
小切手法15条４項

持参人払式小切手（じさんにんばらいしきこぎ
って）
小切手の所持人を権利者とする小切手

をいう。選択無記名式小切手および受取
人の記載がない小切手も持参人払式小切
手とみなされる。譲渡には小切手を引き
渡すことをもって足り，譲受人は小切手
の所持により小切手上の権利を行使しう
る。持参人払式小切手には，「上記金額を
この小切手と引換えに持参人へお支払い
ください」という文言が記載されてい
る。
〔参照条文〕小切手法５条

持参人払証券（じさんにんばらいしょうけん）
有価証券を権利者の表示方法によって

分類した場合の類型の１つで，証券に特
定の権利者を表示せず，その所持人を権
利者と認める有価証券。無記名証券，所

持人払証券ともいう。その他の類型とし
ては，指図証券，記名証券等がある。持
参人払証券には，所持人を権利者と認め
る文句を記載したもの（たとえば持参人
払式小切手）と，このような文句のない
ものとがある。小切手，社債券，貨物引
換証，倉庫証券，船荷証券等にはこの方
式が認められるが，手形についてはこの
方式は認められない。
〔参照条文〕手形法１条６号，小切手法

５条，会社法697条，商法571条・599
条・769条

資産流動化（しさんりゅうどうか）
資産を保有する会社が資産を分離し，

その資産を裏付けとして資金調達を行う
ことをいう。「流動化」ではなく，「証券
化」と呼ばれることもあり，両者は区別
されずに使用されることも多い。英語で
はいずれも「Securitization」と呼ばれる。
厳密には，保有する資産の一部を，他の
資産から区別し，その資産の生み出すキ
ャッシュフローを裏付けとして資金調達
を行うことを「流動化」，「流動化」のう
ち投資家の受け取るものが有価証券であ
るものを「証券化」という。
〔参照条文〕資産の流動化に関する法律

２条２項

資産流動化計画（しさんりゅうどうかけいかく）
特定目的会社による資産の流動化に関

する基本的な事項を定めた計画をいう。
投資家に資産流動化商品の内容を開示
し，投資家に適切な投資判断をさせるこ
とを目的とする。特定目的会社設立後の
業務開始届出の際に，届出書に添付する
必要がある。内容としては，資産流動化
計画の計画期間，資産対応証券に関する
事項，特定資産の内容・取得の時期，特
定資産の管理・処分方法等詳細にわたる
内容を記載する必要がある。
〔参照条文〕資産の流動化に関する法律

５条
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事実行為（じじつこうい）
当事者の意思にかかわらず，ある事実

上の行為から，一定の法律効果が生じる
場合のその行為。たとえば，遺失物の取
得行為などがあり，遺失物を拾得した者
は，自身の意思にかかわらず，当該遺失
物の所有権を取得する。
〔参照条文〕民法239条～246条

事実たる慣習（じじつたるかんしゅう）
事実上の慣行・しきたりによって成立

した社会規範のうち，慣習法といえる程
度に至らない慣習をいう。民法92条に規
定する慣習が事実たる慣習であり，法の
適用に関する通則法３条に規定する慣習
が慣習法である。
〔参照条文〕民法92条・277条，商法１条，
法の適用に関する通則法３条

使者（ししゃ）
本人の相手方に対する意思表示をその

まま伝達・表示する者をいい，本人の機
関であって代理人ではない。行為能力者
でなくてもよく，代理人と異なり，意思
表示の瑕疵などの事実の有無は本人につ
いて判断される。
〔参照条文〕民法101条

自主占有（じしゅせんゆう）
所有の意思をもってする占有をいう。

賃借人の占有のような，所有の意思をも
ってしない占有である他主占有に対する
態様である。両者の区別は，占有取得の
権限または占有の事情により外形的・客
観的に定められ，取得時効，無主物先占
などについて，自主占有でなければこれ
らの効果を受けることができない。
〔参照条文〕民法180条以下・162条・239
条

次順位買受の申出（じじゅんいかいうけのもう
しで）
最高価買受申出人に次いで高額の買受

けの申出をした者が，売却の実施の終了
までに，執行官に対し，最高価買受申出
人に係る売却許可決定が代金不納付によ
り効力を失うときは，自己の買受の申出
について売却を許可すべき旨の申出をす
ることをいう。次順位買受の申出は，そ
の買受の申出の額が，買受可能価額以上
で，かつ，最高価買受申出人の申出の額
から買受の申出の保証の額を控除した額
以上である場合に限りすることができ
る。
〔参照条文〕民事執行法67条・188条

次順位買受申出人（じじゅんいかいうけもうし
でにん）
不動産の強制競売または担保権実行と

しての競売において，最高価買受申出人
に次いで高額の買受の申出をした者をい
う。次順位買受申出人は，最高価買受申
出人が代金を納付しないために，その者
に対する売却許可決定が失効する場合，
一定の条件のもとに買受の申出をするこ
とができる。この場合，執行裁判所は次
順位買受申出について売却の許可または
不許可の決定をしなければならない。
〔参照条文〕民事執行法67条・80条・188
条

次順位者代位権（じじゅんいしゃだいいけん）
共同抵当において，ある１つの不動産

のみ競売に付されたとき（異時配当とい
う），先順位の共同抵当権者は，その代価
につき債権全部の弁済を受けることがで
きるが，この場合において次の順位にあ
る抵当権者は，民法392条１項（同時配当）
の規定に従い先順位の共同抵当権者が他
の不動産につき弁済を受けるべき金額を
限度として，その抵当権者に代位してそ
の他の不動産につき抵当権を行使するこ
とができる。これを次順位者代位権とい
う。
〔参照条文〕民法392条２項
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